
【資料８】 

文化財保護法（抜粋） 

 

第１８３条の３ 市町村の教育委員会（地方文化財保護審議会を置くも

のに限る。）は、文部科学省令で定めるところにより、単独で又は共

同して、文化財保存活用大綱が定められているときは当該文化財保存

活用大綱を勘案して、当該市町村の区域における文化財の保存及び活

用に関する総合的な計画（以下この節及び第百九十二条の六第一項に

おいて「文化財保存活用地域計画」という。）を作成し、文化庁長官

の認定を申請することができる。 

２ 文化財保存活用地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとす

る。 

（１） 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基

本的な方針 

（２） 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るため

に当該市町村が講ずる措置の内容 

（３） 当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関

する事項 

（４） 計画期間 

（５） その他文部科学省令で定める事項 

３ 市町村の教育委員会は、文化財保存活用地域計画を作成しようとす

るときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させ

るために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、地方文化財保護審

議会（第１８３条の９第１項に規定する協議会が組織されている場合

にあつては、地方文化財保護審議会及び当該協議会。第１８３条の５

第２項において同じ。）の意見を聴かなければならない。 

４ 文化財保存活用地域計画は、地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律（平成２０法律第４０号）第５条第１項に規定する歴

史的風致維持向上計画が定められているときは、当該歴史的風致維持

向上計画との調和が保たれたものでなければならない。 

５ 文化庁長官は、第１項の規定による認定の申請があつた場合におい

て、その文化財保存活用地域計画が次の各号のいずれにも適合するも

のであると認めるときは、その認定をするものとする。 

（１） 当該文化財保存活用地域計画の実施が当該市町村の区域にお

ける文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められる

こと。 

（２） 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

（３） 文化財保存活用大綱が定められているときは、当該文化財保

存活用大綱に照らし適切なものであること。 



６ 文化庁長官は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、文

部科学大臣を通じ関係行政機関の長に協議しなければならない。 

７ 文化庁長官は、第５項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当

該認定を申請した市町村の教育委員会に通知しなければならない。 

８ 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当

該通知に係る文化財保存活用地域計画を公表するよう努めなければな

らない。 

 

 

第１８３条の９ 市町村の教育委員会は、単独で又は共同して、文化財

保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存

活用地域計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条

において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

（１） 当該市町村 

（２） 当該市町村の区域をその区域に含む都道府県 

（３） 第１９２条の２第１項の規定により当該市町村の教育委員会

が指定した文化財保存活用支援団体 

（４） 文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体

その他の市町村の教育委員会が必要と認める者 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資

料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

４ 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、

その協議の結果を尊重しなければならない。 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協

議会が定める。 


